
第 2号様式 (1)②

(単体発注・事後審査型 )

那覇港管理組合一般競争入札公告第10号

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札 (以下 「入札」という。)を次のとおり実施
する。

令和8年2月 25日

那覇港管理組合管理者 玉城

1 入札に付する事項

(1) 工 事 名 (仮称)新港ふ頭10号上屋建設工事 (本体・設備 ) 駒 ↓〔ど鳥 鞠
プ

新港ふ頭地区(2) 工 事 場 所

電気工事(3) 工 種

新港ふ頭上屋建替事業に伴う電気・機械設備工事一式(4) 工 事 内 容

契約締結日の翌日から令和9年 2月 26日 まで(5) 工 期

88,803,000円    (税 込)(6) 設 計 金 額

(7) 資 格 審 査 方 法 事後審査型  ※入札参加資格の審査を開本L後に行う。

本入札案件は、最低制限価格が設定されているため、最低制限価格未満の入札者は落札

者となることができない。
※那覇港管理組合が発注する建設工事等に係る最低制限価格取扱要領

(https://nahaport.jp/business/contract/)

(3) 最 低 制 限 価 格

令和7年 3月 労務単価
※本工事の予定価格は、左記に示す公共工事設計労務単価を適用して

積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札する

こと。
(9) 適 用 す る 労 務 単 価

本工事は、「焦設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (平成
12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の
再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

○ リサイクル法

議会議決

本工事は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第 2条の規定に基づき、議会の同意の議決を要するため、落札
決定後は落札者と工事請負仮契約を締結し、議会の同意の議決を経て

通知したときに本契約となる。

準備手続き
(予算成立前 )

本手続きは、次年度当初 (補正)予算成立を前提とした年度開始 (予

黒鞍考!雅な宅?嚢磐蔵電萬軍窒為
｀
(驀是″孝饗鍵纂懇負告完宅霧蓉

は、契約を締結しない。また、次年度当初 (補正)予算成立後におい
ても、国庫支出金に係る交付申請等の手続きの関係上、入札を延期す

る場合がある。

本手続きは、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続き

であり、交付決定後に効力を生じる事業である。従って、交付申請等

の手続きの関係上、入札を延期する場合がある。

準備手続き
(交付決定前 )

準備手続き
(繰越承認前 )

本手続きは、議会における繰越承認を前提とした事前準備手続きであ

坐拳語康啓酪饗垢縦理象条累暮真惹瓦抱身巻解

)天

永L蓄筵銚支選手歪

することがある。また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に

係る繰越 (翌債)手続きの関係上、入札を延期する場合がある。

債務負担行為工事
本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事であ

る。

ゼロ債務負担行
為工事

本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事であ

り、ゼロ債務負担行為工事である。 (ゼロ債務負担行為工事とは、 2

年度間に渡る当初工期で、初年度の支払限度額がゼロ)

入札時積算
数量書活用方式

本工事は、入札時積算数量書活用方式の試行工事である。

(10)

の 他 適 用 の あ る
令 、 制 度 等

(※本案件は、右表のう
ち、OF口を付した制度等の

がある。)
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2 入本L参加資格
次に定める要件をすべて満たしている有資格業者であること。

(1) 業 種 電気工事業

A等級

令和6・ 7年度

(1)の業種のおいて (2)の等級を有することについて、 (3)に

表示する年度に那覇港管理組合建設工事入札参加資格審査及び

業者選定等に関する規程第7条第1項による建設工事入札参加資

格者名簿への登録があること。また、建設業法に定める(4)の

を受けた者であること。
建設業

(2) 等 級

(3)
建設工事入本し参加資格

名 簿 登 録 年 度

(4) 許 可 区 分

(5) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(6)
建設業法第27条の23に規定する

と。

経営事項審査を受けた者であつて、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあるこ

(7)
資格確認申請書提出期限から当該工事の落札決定日までの間において、那覇港管理組合

の指名停止措置を受けてい

ないこと。

(8)
会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続き開始の申立てが

なされている者 (手続き開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている者を除く。)ではないこと。

(9)
警察当局から、暴・力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも

のとして、那覇港管理組合発注工

事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。

客砦極3安≧まるみ密E2曇鷺子を患云写看そ扶F魃
密伝語童彗客需簗建霧ど最乞ととは、那覇港管理組合競争契約

ア 資本関係

磋 鶏 騒魏 離 塊窺基念塞夢
:妖雫雷tPttf醍蕩三

r法海が
同眺)

(b)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある|イ

曇を書B与す1         攀ど常;F,ζ;!衷ζξ専び毛霊整整重電蛭
(a)冨
夕P会雫蕎宅算昇ヵ筆結́佑塞軽撃霧貌賓斃

項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者を
見に兼ねている場合

1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
①会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役

②会社法第 2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

③会社法第 2条第15号に規定する社外取締役

④会社法第348条第 1項に規定する定款に別段 D定めがある場合により業務を執行しないことと

されている取締役

2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の幸九行役
3)会社法第575条第 1項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又は合同会社をいう,)の社員
(同法第590条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされ

ている社員を除く。 )

4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であつて、 1)から4)ま でに掲げる者に準ずる者

(b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第 7条第
1項の規定に

より選任された管財人 (以下単に管財人としう。)を現に兼ねている場合

(c)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管ヌ 、を現に兼ねている場合

ウ
 急客解 望珠甍是島r野言墓泳鳥畠暫察名坐:父爺,こ参力日している場合その他上記ア又はイと同視
しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(10)
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(11)
本 工 事 に 係 る 設 計
業 務 等 の 受 託 者

株式会社 アーキ 5D

原則として上記に表示する当該工事に係る設計業務等の受託者 (受託者が設計共同体の場合

においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しく
は人事面において関連がある建設業者でないこと。

(12)

施

工
実
績

対 象 期 間
自 平成27年4月 1日 左記の期間内に下記の対象工事を元請として施工し、完成

引渡しが完了した施工実績を有すること。
至  令和8年3月 11日

対 象 工 事 那覇港管理組合、沖縄県、国又は県内市町村が発注した電気工事

考備
特定 JV又は経常 JVの構成員としての施工実績は、出資比率20%以上のものに限り対象
とする。

(13)

配
置
予
定
技
術
者

資 格 区 分

1級電気工事施工管理技士、
若しくはこれと同等以上の資

格を有する者

左記に掲げる要件を満たす監理技術者又は主任技術者を当該
工事に専任で配置できること。配置予定技術者が現在他の工事

に従事している場合は、契約締結時に当該工事に配置できるこ

と。なお、特例監理技術者の配置については、特記仕様書を確

認すること。

考備

ア 「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のいずれかを満たす者をいう。
a技術士 (電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門 (選択科目を電気電子吉卜門又
は建設部門に係るものとするものに限る。))の資格を有する者
bその他、特記仕様書によるものとする。

イ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する
者であること。

ウ 配置予定技術者にあつては、入札日前に 3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関
係があること。
工 配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計図書等で確認すること。

(14)

その他の条件

(右表のうち、○印を付し
た条件を満たすことを要す
る。 )

O 地域要件
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、南風原町、人重瀬町、与那

原町、宜野湾市、西原町内に建設業法に基づく主たる営業所があること。

経営事項
審査評定値

(ア ) 入札日前現在で左記の (ア )に示す工種の経営事

項審査における直近の総合評定値が、 (イ )に示す

点数以上にあること。
(イ )

(15) 取 抜 け 案 件

以下の し ′ま、 工 となることはで ヤ` 。

3 設計図書等の配布、質問及び回答

設 計 図 書 等 の 配 布

期 閥 自 令和8年2月 25日  (水 ) 至 令和8年3月 11日 (水 )

配 布 方 法 那覇港管理組合ホームページにて配布する。 (https:〃 nahaport,jp/)

問 い 合 せ 先

那覇市通堂町 2番 1号

那覇港管理組合 総務部
電話 0988682578

3階

総務課 財務班

質 問 ・ 回 答 期 間 等

(1)入札・契約手

続に関す ること

男「J 通堂町 2番 1号 3階

総務課 財務班
FAX  098-868-2629

那覇港管理組合 総務部
目邑言舌  098-868-2578

(2)上 記 (1)以 外
に 関 す る こ と

2番 1号  2階
那覇港管理組合 企画建設都 計画建設課
電話 09併8680336

提 出 期 間
自 25日    (ァ」く) 至 令和8年3月 12日 (木 )
上記期間の土 日及び祝 日を除く毎 日、 9時から16時まで。

提 出 場 所 上記 (1)とこ同じ。

提 出 方 法 電送 (FAX又はメー
ーアレ(sOumu nyusatsu@nahaport.jp))又 イま持参

回 答 方 法
那覇港管理組合ホームページ (httts:〃 nahaport.jp/)及 び上記 (1)におい

て、以下の期間、閲覧に供する。

回 答 期 間
回答日から  令和8年3月 19日 (木) まで
上記期間の土日及び祝日を除く毎日、 9時から17時まで。
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4 資格確認申請書等の提出

5 入札手続き等

資 格 確 認 申 請 書

本競争の参加希望者は、次の書類を期限内に提出すること。
なお、期限までに提出がない場合、本競多に参加することができない。

提 出 書 類
①一般競争入札参加資格確認申請書 (第 3号様式)
②返信用封筒 (入札結果通知用(84円切手貼付))

提 出 期 間
自 令和8年2月 25日  (水) ～  至 令和8年3月 11日 (水 )

上記期間の土日及び祝日を除く毎日、 9時から16時まで。

提 出 場 所
那覇市通堂町 2番 1号 (3階 )

総務部 総務課 財務班
那覇港管理組合

目三日舌  098-868-2578

提 出 方 法 持参又は郵送 (一般書留もしくは簡易書留)1提  出 都 教 |

1吉h

入  札  期  日 等

入 札  方 法
本工事は、紙入札により実施する。
入札書等は、あらかじめ指定する日に配達されるように (「配達日指定郵

便」)、 「一般書留」又は「簡易書留」のいずれかの方法により郵送するこ

と。持参や普通郵便等で提出された場合、無効とする。

提 出 書 類
①入札書

②工事費内訳書

日
，
疋
日
橋
札
達
入
配
く

令和8年 3月 19日   (木 )

宛 先

〒9000035  那覇市通堂町 2番 1号
那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班
電話 0988682578

入 札 書 に 記 載
す  る 金 額

定 あた 入札落札決 イよ、 記裁 され た 金額 に 当1こ

り

01 イこて 垂

該金額に 円未満 の が

該金額の 00ノ刀 のヽ1こ 1

当す る額を力日算 た金額し (当

1

1 端数 あ る き |ま そ の 端と

を切 捨 てた金額 ) を も 落札価格 す る の で 入札者は、消費税及て と

び地方平肖費税 係 る

も た契約希望金額 0分の に木目の 00 当す る金額 を入札書
口果税事業者で 免ヽ税事業者で あ るか と問わず 見積あ るカ

11 に記載する と

入
注
本L 1 関 す る
事 項意

ア 入札書のくじの数字 (任意の数字 3桁)は、同額くじ抽選が発生した
場合に使用するため、必ず記入すること。
イ 配達指定日以外の日に届いた入札書及び工事費内訳書は、受理しない。

ウ 入札書の日付は、開札日を記入すること。

工 事 費 内 訳 書
の  提   出

ア 第1回 目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事

ィ 星豊謬高禁嘗藩忌P海&壕背百P呈豊た、ェ種、種別、細目に相当
する項目 (大項目でよい)に対応するものの単位、員数、単価及び
金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所を記載すること。

ヱ吾竃暮q啓高看伝著佑驀富薯客響懇IP忌 1拠出された工事費内訳
書について説明を求めることがある。

入 札 の 無 効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の

した入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

入 札 の 辞 退 等

資格確認申請書の提出後、都合により入札を辞退する場合は、開札日時までに入札辞退届を提

出すること。
また、落札決定までの間に他のI事を落札したことにより配置予定技術者を本工事に配置する
ことができなくなったときは、直ちに報告すること。当該報告がなく、本入札の手続きが落札決

定まで至った場合、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

そ の 他

ア 落札候補者がいない場合は開札後直ちに再度入札を行 うので、再度入札にも参加する

場合は、開札時点から立ち会うこと。初度の開札時に立ち会わない参加者は再度入札を

辞退したものとみなし、再度入札への参力日を認めない。

イ 代理人が再度入札する場合は、再度入札を行う際に委任状 (任意様式)を提出するこ
と。
ウ 委任状には、工事名、工事場所を記入すること。
工 再度入札参加者又は再度入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の再度入札参加者

の代理をすることはできない。
オ 再度入札は、 1回のみとする。
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6  開本L

開    本し     日 時
I
令不日8年 3月 23日   (月 ) 11100 ※入札書の日付

開   札   場
那覇港管理組合 2階大会議室
※入札者は、開札に立ち会うことができる (再入札に参加する場合は、開札時点から

立ち会うこと)。

7 落札候補者の選定

審査にかかる書類の提出

開札後、落札者の決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもつ

て入札を行つた者 (以下「落札候補者」という。)から順に競今参加資格の審査を行う。落札候
補者は、申請時に提出した資格確認申請書の記載内容を確認できる

「資格確認資料」を持参する

こと。期限までに資格確認資料を提出しない場合、競争参加資格がないものとする。

なお、落札候補者は上位から順に 3者 (上位の者と同額の者が複数いる場合はこの限りではな
い。)を決定し資格確認資料を求めるが、適格者が確認できた時点で、次順位以降のものの競争
参加資格の審査は行わないものとする。

通   知   口 令和8年 3月 23日  (月 )17:00 まで (予定)に対象業者あて通知する。

提 出 期 限 令和8年 3月 25日  (水)15:00 まで

提 出 書 類

① 酉己置予定技術者の資格等 (様式 1)

② 同一工種 の施工実績 (様式2)
③ 資格確認申請書 (第 3号様式)の資格確認の各項目に記載した必要書類

提  出 部 数 1部

提 出 方 法 原則、持参

提   出  先
〒9000035  那覇市通堂町 2番 1号
那朝
~港
管理組合 総務部 総務課 財務班
098-868-2578

競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参加資格の確認は、開札後、申請書等の提出期限の日をもつて行うものとし、その結果は

下の日までに書面により通知する。

令和8年 3月 26日 (木)(予定)

なお、落札候補者について競争参加資格が確認され適格者であることが確認できた場合は、落

札者決定通知をもつて資格確認結果の通知に代えるものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、落札候補者が競争参加資格を満たしていると確認した場合は、当該落札候補

者を落札者とする。また、その結果は、全入札参加者に通知する。

競争参加資格がないと認め

られた者がその理由に対し

て 不 服 が あ る 場 合

競争参加資格がないと認められた者は、管理者に姑して競争参加資格がないと認められた理由

について説明を求めることができる。

管理者は説明を求められたときは、苦情を申し立て期限の翌日から起算して 5日 以内 (休日を

除く)に説明を求めた者に対し、書面により回答する。

提 出 期 限
競争参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日 以内 (休日

を除く)と する。

提  出  先 那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

提 出 方 法
書面 (様式自由)を持参すること。司」送又は電送 (メ ールやFAX)イこよるも
のは受け付けない。

本 入 札 に 係
資 料 の 取 扱

る
ヤ`

万異鷺篭蓄薯恵言甍Ξ管騎そ督縁擢祭筆畠讐曇|とち禄宅言察曇豪嘉査縁あ確認以外に
提出者に無断で使用しない。

を行うことがある。
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8 入札保証金及び契約保証金

9 その他の事項

入 札 保 証 金

入札保証金の金額等は、現金又は管理者が確実と認める有価証券等をもつて見不貢る契約金額の

100分の5以上を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納

付を免除する。
ア 保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 国 (独立行政法人含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約
を締結した実績を有し、これらのうち過去 2箇年の間に履行期限の到来した二以上の契約

を全て誠実に履行した者。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。

(1)期 限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア、イのいずれかに係る書類

の提出のない者
(2)入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合

(3)入札保証金等の納付等に係る書類に不備があつた場合

また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。

※入札保証金を免除した落札者が契約を結ばない場合、損害賠償金として、入札金額に消費

税及び地方消費税を加えた額の100分の 5を那覇港管理組合に納付しなければならない。

※イにより入札保証金の免除を受ける場合は、様式「地方公共団体等契約状況確認」を提出

すること。

提 出    期    限 令和8年 3月 18日 (水)17:00 まで

提 出 先

〒90併0035  那覇 通 町 2
那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班
電話番号 098868-2578

1

入 札 保 証
(現 金 納 付

ア 「入札保証金納付書発行依頼書」を持参すること。
※要事前連絡
イ 組合が発行する納入通知書により金融機関で保証金を

納付し、領収書 (写)を上記期限までに提出すること。

出 方 法
札保証保険証券
保証書・地方公共団

保

険
証
期

期

間

関

持参又は郵送 (配達が確認できる方法にて送付すること)

開木L日 から2か月とサ
~る
。

受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当課まで連絡するこ
有 価 証 券

と。

契 約 保 証 金

契約
めると
契約担
る法律
契約保証金の納付に代えることがで

また、那覇港管理組合契約規則第
きると
4条第 1項各号に該当する場合は、契約保証金を免除する。

を結ぼうとする者は、那覇港管理組合契約規則第 4条及び建設工事請負契約書第 4条の定

ころにより、契約保証金を納あなければならない。ただし、有価証券等の提供又は銀行、

当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関す

(昭和27年法律第184号)第 2条第 4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもつて

置 予 定 技 術
確

落札決定後、コリンズ等により配置予定監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契

を結ばないことがある。
なお、病気・死亡・退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、資格確認

の 申請書等の差替えは認められない。

病気等の特別な理由によりやむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、 2に掲げる基準を満

たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。

日1】 金 払

支   払   条
分 払

契約金額の40%以内

環暴睾た管理組合契約規則第41条の規定回数の範囲内

約 締 結 時
本工事に係る契約は、落札者の決定後、 7日 以内に締結する。ただし、管理者が特に指示

した

ときはこの限りではない。

本 工 事の契約締結後 本工事の請負代金額の 変更協議 をす る場合及び本工事 と関連する
工事を

負 代 金 等 の 変 本工事受注者 と随意契約す る場合 変 更協議又は関連す る工事の予定価格の算定 は 本
工事の請

額で行 9負費率 (当初契約額 当初設計額 ) を変更設計額又 |ま関連 工事の設計額に乗 じた

者
事

力，

守
参」
遵

士
Ｔ 入札参加者は、那覇港管理組合競争入札心得、建設工事請負契約約款及び仕様書を熟読し、

こ

を遵守すること。の

奮モ毒象霊彗舌夏矯|こ粽香禦異泰碁罠蓄兌宅易愚紀議今
を要する工事が含まれるため、議会に

本入札手続きを延期又は中止する場合札 の 中 止 に つ い て
がある。
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